地域交流会及び健康ウォーキング大会の実施に係る留意事項

１　本年度の地域交流会及び健康（歴史探訪）ウォーキングの実施に当たっては、別添の「令和７年度地域交流会開催事業実施要領」及び「令和７年度健康ウォーキング大会開催事業実施要領」に基づいて実施してください。
２　本事業は、当連合会の令和７年度事業計画の主要事業に掲げる「４仲間づくり推進活動 (3) 若手高齢者組織化・活動推進事業」として位置づけられたものです。

予算額700,000円には、地域交流会、健康ウォーキングに係る経費だけでなく、
若手委員会総会や新規事業など、当連合会における若手委員会に係るすべての経費を含んでおり、全額国庫補助を受けております。
　３　事業に係る経費の使途については、所管行政庁から、次のような指示を受けておりますので、御留意願います。
対象経費について、次に掲げるものは、本事業の対象経費として適当と言えないので注意すること。
(1)　単なる娯楽事業(親睦会や旅行、忘年会等)に係る旅費、飲食費等
(2)　単位老人クラブ、市町老人クラブ連合会、他団体等へ補助金的に交付する経費

・　単位老人クラブからの市町老人クラブ連合会への負担金

・　市町老人クラブ連合会から単位クラブへの補助金　　　　等

(3)　その他、事業実行に関係のないものや、本人負担とすることが適当であるもの等、経費として相応しくないもの

・参加賞購入費　　・史跡への拝観料　　・保険料　　・高額な講師謝金

・個人への配布を目的とした消耗品費　　 等

　　　　　　　　（ただし、スポーツ大会での結果を表彰するトロフィー、環境美化活動事業等への参加者の茶菓及び料理教室の食材費等はこれに含まれません。)

＊　具体的な取り扱いは、次のとおりです。
○　地域交流会は、参加者の旅費は認めるが、弁当代は認めない。ただし、茶菓代等は認める。健康ウォーキングは、参加者に係る旅費、弁当代とも認めない。

○　両事業とも、実行委員等スタッフに係る事前打合旅費や弁当代は、必要に応じて認める。

○　参加者に配布する参加賞、事業に係る景品については、必要最小限の範囲で認める。
４　その他

　経費の掛かり具合を考慮し、令和６年度から、補助限度額を地域交流会７万円、健康ウォーキング大会13万円と見直しました。
実施地域となる連合会の負担発生は、今後の事業継続の支障となります。各事業の実施に当たっては、必要経費の算定に当たり、前例にとらわれず上記の限度額で収まるように留意願います。（全額使うことが目的ではありません。）
※　経費の支出に疑問点等ありましたら、事前に事務局までお問合せ願います。

